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提案理由 

 寒川町健康管理センターの施設整備に伴い、所要の措置を講ずるため提案する。  



寒川町条例第 号 

 

寒川町健康管理センター条例の一部を改正する条例 

 

寒川町健康管理センター条例（平成18年寒川町条例第36号）の一部を次のように改

正する。 

第2条に次の1項を加える。 

2 健康管理センターに分室を置き、寒川町宮山144番地1に設置する。 

第3条を削る。 

第4条第2項中「指定管理者は必要がある」を「町長が特に必要」に改め、「、あら

かじめ町長の承認を得て」を削り、同条を第3条とする。 

第5条第2項中「指定管理者は必要がある」を「町長が特に必要」に改め、「、あら

かじめ町長の承認を得て」を削り、同条を第4条とする。 

第6条第2号中「又は指定管理者」を削り、同条を第5条とする。 

第7条中「指定管理者」を「町長」に改め、同条を第6条とする。 

第8条中「指定管理者は」を「町長は」に、「町長若しくは指定管理者が」を「町

長が特に」に改め、同条を第7条とし、第9条を第8条とし、第10条を第9条とする。 

附則に次の1項を加える。 

（健康管理センターの休止） 

3 第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により寒川町宮山401番地に設置する

健康管理センターは、令和8年9月1日から当分の間、休止する。 

附 則 

この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2条に1項を加える改正規定

及び附則に1項を加える改正規定は、令和8年9月1日から施行する。 



寒川 町 健康 管 理セ ン ター 条 例新 旧 対照 表  

現行  改正 案  

（設 置 ）  （設 置 ）  

第 2条  （略 ）  第 2条  （略 ）  

（加 え る）  2  健 康 管 理 セ ン タ ー に 分 室 を 置 き 、 寒 川

町宮 山 144番 地 1に 設 置す る 。  

（指 定 管理 者 によ る 管理 ）  （削 る ）  

第 3条  健 康 管 理 セ ン タ ー の 管 理 は 、 町 長

が 指 定 す る 指 定 管 理 者 （ 地 方 自 治 法

（ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 244条 の 2第 3

項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 を い う 。 以 下

同じ 。 ）に 行 わせ る もの と する 。  

（削 る ）  

2  指 定 管 理 者 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 行

う。  

（削 る ）  

(1)  健 康 管 理 セ ン タ ー の 利 用 の 承 認 及

びそ の 取消 し に関 す る業 務  

（削 る ）  

(2)  健 康 管 理 セ ン タ ー の 施 設 及 び 設 備

の維 持 管理 に 関す る 業務  

（削 る ）  

(3)  そ の 他 健 康 管 理 セ ン タ ー の 管 理 運

営に 関 して 町 長が 必 要と 認 める 業 務  

（削 る ）  

3  指 定 管 理 者 の 指 定 の 手 続 等 に つ い て

は 、 寒 川 町 公 の 施 設 の 指 定 管 理 者 の 指

定 の 手 続 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 17年 寒

川 町 条 例 第 18号 ） の 定 め る と こ ろ に よ

る。  

（削 る ）  

（休 館 日）  （休 館 日）  

第 4条  （略 ）  第 3条  （略 ）  

2  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 指 定 管 理 者

は 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 あ ら か

じ め 町 長 の 承 認 を 得 て 、 休 館 日 に 開 館

し 、 又 は 開 館 日 に 休 館 す る こ と が で き

る。  

2  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 町 長 が 特 に

必 要 ＿ ＿ ＿ ＿ と 認 め る と き は ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 、 休 館 日 に 開 館

し 、 又 は 開 館 日 に 休 館 す る こ と が で き

る。  

（開 館 時間 ）  （開 館 時間 ）  

第 5条  （略 ）  第 4条  （略 ）  

2  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 指 定 管 理 者

は 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 あ ら か

じ め 町 長 の 承 認 を 得 て 、 開 館 時 間 を 変

更す る こと が でき る 。  

2  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 町 長 が 特 に

必 要 ＿ ＿ ＿ ＿ と 認 め る と き は ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 、 開 館 時 間 を 変

更す る こと が でき る 。  

（利 用 の範 囲 ）  （利 用 の範 囲 ）  

第 6条  健 康 管 理 セ ン タ ー は 、 町 の 保 健 衛

生 に 関 す る 事 業 に 支 障 の な い 限 り に お

第 5条  健 康 管 理 セ ン タ ー は 、 町 の 保 健 衛

生 に 関 す る 事 業 に 支 障 の な い 限 り に お



い て 、 次 の 者 に 利 用 さ せ る こ と が で き

る。  

い て 、 次 の 者 に 利 用 さ せ る こ と が で き

る。  

(1) （ 略）  (1) （ 略）  

(2)  そ の 他 町 長 又 は 指 定 管 理 者 が 適 当

と認 め た者  

(2)  そ の 他 町 長 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ が 適 当

と認 め た者  

（利 用 の承 認 ）  （利 用 の承 認 ）  

第 7条  健 康 管 理 セ ン タ ー を 利 用 し よ う と

す る 者 は 、 あ ら か じ め 指 定 管 理 者 の 承

認を 得 なけ れ ばな ら ない 。  

第 6条  健 康 管 理 セ ン タ ー を 利 用 し よ う と

す る 者 は 、 あ ら か じ め 町 長 ＿ ＿ ＿ の 承

認を 得 なけ れ ばな ら ない 。  

2  指 定 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 利 用

の 承 認 を 受 け よ う と す る 者 が 次 の 各 号

の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 同 項 の

承認 を 与え な いも の とす る 。  

2  町 長 ＿ ＿ ＿ は 、 前 項 の 規 定 に よ り 利 用

の 承 認 を 受 け よ う と す る 者 が 次 の 各 号

の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 同 項 の

承認 を 与え な いも の とす る 。  

(1)～ (4) （ 略）  (1)～ (4) （ 略）  

（利 用 承認 の 取消 し 等）  （利 用 承認 の 取消 し 等）  

第 8条  指 定 管 理 者 は 、 健 康 管 理 セ ン タ ー

の 利 用 の 承 認 を 受 け た 者 （ 以 下 「 利 用

者 」 と い う 。 ） が 前 条 第 2項 各 号 の い ず

れ か に 該 当 す る に 至 つ た と き 又 は 町 長

若 し く は 指 定 管 理 者 が 必 要 と 認 め た と

き は 、 同 条 第 1項 の 承 認 を 取 り 消 し 、 又

は 健 康 管 理 セ ン タ ー の 利 用 を 中 止 さ せ

るこ と がで き る。  

第 7条  町 長 は ＿ ＿ ＿ 、 健 康 管 理 セ ン タ ー

の 利 用 の 承 認 を 受 け た 者 （ 以 下 「 利 用

者 」 と い う 。 ） が 前 条 第 2項 各 号 の い ず

れ か に 該 当 す る に 至 つ た と き 又 は 町 長

が 特 に ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 必 要 と 認 め た と

き は 、 同 条 第 1項 の 承 認 を 取 り 消 し 、 又

は 健 康 管 理 セ ン タ ー の 利 用 を 中 止 さ せ

るこ と がで き る。  

（損 害 賠償 ）  （損 害 賠償 ）  

第 9条  （略 ）  第 8条  （略 ）  

（委 任 ）  （委 任 ）  

第 10条  （ 略 ）  第 9条 _  （ 略 ）  

附  則  附  則  

1・ 2 （略 ）  1・ 2 （略 ）  

（加 え る）  （健 康 管理 セ ンタ ー の休 止 ）  

（加 え る）  3  第 2条 第 1項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項

の 規 定 に よ り 寒 川 町 宮 山 401番 地 に 設 置

す る 健 康 管 理 セ ン タ ー は 、 令 和 8年 9月 1

日か ら 当分 の 間、 休 止す る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 8年 4月 1日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 2条 に 1項 を 加 え る 改 正 規 定

及び 附 則に 1項 を加 え る改 正 規定 は 、令 和 8年 9月 1日か ら 施行 す る。  


